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一
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邪
馬
台
国
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は

じ

め

に 

 

邪
馬
台
国
に
つ
い
て
は
数
々
の
論
文
や
著
作
物
が
あ
る
が
、
そ
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
確
定
さ
れ
て

い
な
い
。
高
校
の
教
科
書
で
は
「
近
畿
あ
る
い
は
九
州
」
と
説
明
が
曖
昧
の
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
日
本
社

会
の
一
般
的
歴
史
認
識
に
お
い
て
も
、
近
畿
説
あ
る
い
は
九
州
説
が
並
列
し
て
お
り
、
結
論
は
統
一
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
の
上
日
本
最
古
の
国
史
（
古
事
記
、
日
本
書
紀
）
に
お
い
て
は
弥
生
時
代
の
存
在
や
邪
馬

台
国
の
存
在
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
く
、
「
神
話
」
の
世
界
に
埋
没
し
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
に
は
中
国
側
の
記
述
史
料

（
１
）

を
参
考
に
す
る
よ
り
手
立
て
は
な
い
。 

 

そ
の
史
料
は
『
魏
志
倭
人
伝
』
で
あ
り
、
他
に
『
後
漢
書
倭
伝
』
や
『
晋
書
倭
人
伝
』
が
あ
る
。 

 

と
り
わ
け
邪
馬
台
国
の
考
察
に
つ
い
て
は
『
魏
志
倭
人
伝

（
２
）

』
を
取
り
上
げ
た
い
。 

 

日
本
古
代
史
の
立
場
と
し
て
の
着
目
点
を
述
べ
る
と
、
（
１
）
邪
馬
台
国
の
位
置
（
地
理
的
論
拠
） 

（
２
）
通
路
（
距
離
・
方
角
・
経
由
地
）
（
３
）
邪
馬
台
国
と
他
国
と
の
関
係
性
（
４
）
東
南
諸
国
と
の

交
流
（
５
）
風
土
・
産
物
・
慣
習
の
特
性
、
と
言
っ
た
考
察
す
べ
き
問
題
点
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
各
種
論
文
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
紙
面
数
の
制
限
の
た
め
近
畿
説
や
九
州
説
の
各
論
文
を

取
り
上
げ
論
述
す
る
こ
と
は
止
め
て
、
筆
者
の
考
察
し
た
内
容
に
つ
い
て
、
述
べ
た
い
。 

  
 

一
節 

邪
馬
台
国
の
位
置
と
通
路 

 

『
魏
志
倭
人
伝
』
（
陳
寿
）
に
よ
り
、
邪
馬
台
国
迄
の
道
程
（
海
上
交
通
）
を
抽
出
し
た
い
。 

 
 

倭
人
在
帯
方
東
南
大
海
之
中
、
従
郡
至
倭
循
海
岸
水
行
、
歴
韓
国
乍
南
乍
東
到
其
北
岸
狗
邪
韓
国
七

千
余
里
、
始
度
一
海
千
余
里
至
対
馬
国
、
又
南
渡
一
海
千
余
里
名
曰
瀚
海
至
一
大
国
、
又
渡
一
海
千

余
里
至
末
盧
国
、
南
至
邪
馬
壹
（
臺
）
国
女
王
之
所
都
、
水
行
十
日
、
陸
行
一
月
、
自
郡
至
女
王
国

萬
二
千
余
里
、
女
王
国
東
渡
海
千
余
里
至
、
復
有
国
皆
倭
種
（
原
典
に
返
り
点
は
付
加
し
な
い

。
） 

 

こ
こ
で
は
「
邪
馬
台
国
」
に
つ
い
て
「
邪
馬
壹
国
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
は
「
邪
馬
台
国
」 

と
表
記
し
て
進
め
た
い
。
抽
出
し
た
漢
文
を
要
約
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
理
解
出
来
る
。 

（
１
）
朝
鮮
半
島
の
拠
点
帯
方
郡
よ
り
水
行
（
海
上
を
船
舶
進
行
）
す
る
に
、
半
島
の
海
岸
線
に
沿
っ

て
韓
国
を
経
て
、
其
の
北
岸
（
倭
国
領
土
の
北
岸
）
の
狗
邪
韓
国
（
釜
山
）
に
至
る
。
こ
こ
ま
で
は
海

岸
に
沿
い
舟
行
し
て
七
千
余
里
で
あ
る
。
こ
の
港
よ
り
初
め
て
日
本
海
を
渡
り
、
千
余
里
で
対
馬
国
に

到
着
す
る
。
そ
こ
か
ら
又
南
へ
舟
行
す
る
と
千
余
里
で
一
大
国
（
一
支
）
に
到
着
す
る
。 

 
 

 

１ 



そ
こ
か
ら
又
舟
行
す
る
と
千
余
里
で
末
盧
国
（
九
州
島
）
に
到
達
す
る
。
そ
の
港
か
ら
九
州
を
更
に
南

へ
水
行
す
る
と
女
王
の
居
住
す
る
邪
馬
台
国
に
至
る
。
郡
か
ら
女
王
国
迄
は
一
万
二
千
里
の
距
離
で
あ

る
。
こ
れ
は
水
行
つ
ま
り
船
舶
で
航
行
す
る
と
十
日
間
で
到
達
出
来
る
所
で
あ
る
。
こ
の
一
万
二
千
里

を
陸
行
（
徒
歩
）
で
旅
行
し
た
と
す
る
と
一
か
月
（
約
三
十
日
）
か
か
る
距
離
の
場
所
で
あ
る
。 

特
筆
す
る
こ
と
は
、
邪
馬
台
国
の
都
は
海
岸
線
近
く
に
あ
り
、
こ
の
海
岸
の
東
側
に
は
海
（
豊
後
水
道
） 

が
あ
り
、
東
へ
千
余
里
航
海
す
る
と
、
別
倭
種
（
別
倭
の
国
々
）
の
土
地
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。 

（
２
）
要
点
の
解
説
を
し
た
い
。 

①
「
其
の
北
岸
」
と
は
倭
国
の
領
土
の
北
岸
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
中
国
側
、
あ
る
い
は
韓
国
側
で
い

え
ば
「
其
の
南
岸
・
最
南
端
」
と
な
る
か
ら
、
明
ら
か
に
こ
の
表
記
は
「
狗
邪
韓
国
」
は
倭
国
の
最
北

端
の
領
土
で
あ
る
、
と
認
め
て
い
る
。
後
に
「
任
那
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
地
は
古
代
史
（
弥
生
時
代
）

に
お
い
て
は
明
確
に
倭
国
領
で
あ
っ
た
。
「
狗
邪
韓
国
」
は
現
在
の
釜
山
近
辺
の
領
土
と
言
え
る
。 

②
狗
邪
韓
国
か
ら
は
沿
岸
走
航
で
は
な
く
島
嶼
を
渡
海
し
て
い
る
。
渡
海
し
て
九
州
に
至
る
に
方
向
は

常
に
南
方
角
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
理
的
に
も
正
し
い
。
太
陽
の
方
向
か
ら
東
西
南
北
を
理
解
し
て
お
り
、 

古
代
に
お
い
て
船
舶
走
航
す
る
に
は
方
角
を
理
解
し
な
い
と
目
的
地
に
到
達
で
き
な
い
。
つ
ま
り
方
角

を
間
違
え
る
者
（
南
を
東
に
間
違
え
る
等
）
に
は
海
上
走
航
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。 

③
こ
こ
ま
で
の
距
離
を
ま
と
め
た
い
。
半
島
を
七
千
余
里
水
行
、
そ
こ
か
ら
日
本
海
を
渡
海
す
る
。 

ま
ず
狗
邪
韓
国
か
ら
対
馬
の
距
離
が
海
上
で
千
余
里
で
あ
る
。
次
に
対
馬
と
壱
岐
の
間
が
千
余
里
で
あ

る
。
続
い
て
壱
岐
と
末
盧
国
（
松
浦
・
九
州
島
）
の
間
が
千
余
里
で
あ
る
。
こ
の
距
離
数
は
当
時
の
中

国
人
の
概
算
で
は
あ
る
が
、
デ
タ
ラ
メ
な
数
字
で
は
な
い
。
距
離
数
が
分
か
ら
な
い
者
に
は
正
確
な
旅

行
な
ど
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
帯
方
郡
よ
り
水
行
し
て
こ
こ
迄
は
七
千
余
里
プ
ラ
ス
三
千
余
里
で
合

計
一
万
余
里
の
距
離
で
あ
っ
た
。
女
王
国
迄
は
帯
方
郡
か
ら
一
万
二
千
里
の
距
離
で
あ
る
か
ら
、
残
り

の
距
離
は
水
行
で
南
方
向
へ
二
千
余
里
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
し
か
も
水
行
し
た
港
に
着
く
距

離
で
あ
る
か
ら
女
王
国
の
都
（
邪
馬
台
国
が
首
都
）
は
海
岸
部
に
あ
り
、
東
側
に
海
峡
が
あ
り
千
余
里

渡
海
す
る
と
別
倭
種
の
国
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
地
は
日
向
の
地
と
な
る
。
従
っ
て
別
倭
種
の
国
は
豊
後

水
道
を
隔
て
た
四
国
に
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
（
銅
鐸
文
化
圏
） 

④
「
水
行
十
日
、
陸
行
一
月
」
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
多
く
の
論
文
を
拝
見
す
る
と

近
畿
（
奈
良
）
説
も
九
州
（
北
九
州
）
説
も
「
水
行
十
日
に
加
え
て
陸
行
一
ヶ
月
」
と
す
る
説
明
が
大
半

で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
う
一
度
原
文
（
漢
文
）
を
読
み
直
し
て
み
た
い
。
「
始
度
一
海
」
「
又
南
渡
一
海
」

「
又
渡
一
海
」
「
亦
曰
」
と
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て 

「
南
至
邪
馬
壹
（
台
）
国
女
王
之
所
都 

水
行
十
日
陸
行
一
月
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
漢
文
の
文
法
を
み
る
と
正
確
に
記
述
さ
れ
て 
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い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
つ
ま
り
「
Ａ
＋
Ｂ
」
の
時
は
接
続
詞
「
又
」
や
「
亦
」
あ
る
い
は
「
復
」
の
加

算
語
が
使
用
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
水
行
十
日
陸
行
一
月
」
と
正
確
に
記
述
さ
れ
て
お
り
、
「
水
行

十
日
プ
ラ
ス
陸
行
一
月
」
で
は
無
い
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
中
国
人
が
正
し
い
文
法
で
表
記
し
た
原
文
を

な
ぜ
「
水
行
十
日
プ
ラ
ス
陸
行
一
月
」
と
し
て
し
ま
う
の
か
、
不
思
議
で
あ
る
。
中
国
の
使
節
団
が
海
上

を
通
行
し
て
邪
馬
台
国
の
都
ま
で
来
た
。
大
半
の
中
国
人
は
こ
の
よ
う
な
遠
距
離
を
舟
行
す
る
経
験
は
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
使
節
団
は
皇
帝
に
も
良
く
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
一
万
二
千
里
の
距
離
は
舟
行
で
十
日

間
か
か
る
場
所
で
あ
り
、
こ
の
距
離
は
歩
行
す
れ
ば
一
ヶ
月
（
三
十
日
）
か
か
る
遠
距
離
に
あ
る
地
で
あ

る
と
、
分
か
り
易
く
記
述
し
た
文
章
で
あ
っ
た
。 

⑤
記
述
さ
れ
た
里
数
に
つ
い
て
、
「
長
里
か
短
里
か
」
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
こ
れ
は
「
長
里
」
あ
る
い

は
「
短
里
」
で
あ
る
、
と
す
る
両
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
実
際
の
地
理
上
で
計
測
す
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。 

筆
者
が
概
算
を
出
し
た
と
こ
ろ
、
「
千
里
は
約
百
㎞
」
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
帯
方
郡
よ
り
九
州
ま
で
は
一

万
里
（
千
㎞
）
の
距
離
、
邪
馬
台
国
迄
は
一
万
二
千
里
（
千
二
百
㎞
）
と
大
ま
か
に
理
解
で
き
た
。 

そ
こ
で
歩
行
一
万
二
千
里
を
三
十
日
で
割
る
と
一
日
四
十
㎞
を
歩
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
時
速
四
㎞
だ
と

仮
定
し
て
、
一
日
に
十
時
間
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
。
日
の
出
と
共
に
開
始
し
、
夕
暮
れ
迄
歩
行
し
て
漸

く
一
日
分
の
行
程
と
な
る
計
算
で
あ
る
。
こ
れ
を
水
行
（
舟
運
）
で
行
く
と
、
十
日
で
あ
る
か
ら
、
歩
行

の
三
倍
の
速
度
と
な
る
。
し
か
も
荷
物
を
担
ぐ
必
要
も
な
い
。
こ
れ
か
ら
舟
の
速
度
を
計
算
す
る
と
、
時

速
十
二
㎞
と
な
る
。
帆
走
も
考
え
ら
れ
る
が
、
櫂
で
走
行
し
た
の
が
普
通
で
あ
る
と
思
う
。
ま
た
海
上
を

通
行
す
る
の
に
夜
間
は
方
向
を
見
誤
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
太
陽
が
出
て
い
る
間
は
海
上
を
走
行
し
、

夜
間
は
近
く
の
港
に
停
泊
し
た
と
考
え
る
。
こ
う
し
て
十
日
間
を
要
し
て
邪
馬
台
国
に
到
着
し
た
。 

な
に
し
ろ
九
州
の
北
端
の
港
（
松
浦
）
迄
が
一
万
里
で
あ
る
か
ら
、
残
り
の
行
程
は
南
へ
二
千
里
進
む
こ

と
に
な
る
。
そ
こ
で
関
門
海
峡
を
越
え
て
豊
後
水
道
を
南
へ
進
め
ば
、
日
向
（
宮
崎
県
）
の
地
に
至
る
。

こ
の
四
国
に
対
面
し
た
地
が
邪
馬
台
国
で
あ
る
こ
と
は
理
解
さ
れ
よ
う
。
南
を
「
東
」
と
訂
正
し
て
も
奈

良
ま
で
は
到
達
で
き
な
い
距
離
が
残
り
二
千
里
（
約
二
百
㎞
）
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
九
州

の
佐
賀
、
長
崎
や
熊
本
の
地
で
は
、
東
側
は
陸
地
・
山
地
で
あ
り
「
東
渡
海
千
里
」
の
地
で
は
な
い
こ
と

も
明
白
で
あ
る
。
ま
た
関
門
海
峡
は
幅
が
狭
く
て
「
千
里
余
」
で
は
な
い
。
四
国
の
地
は
銅
鐸
文
化
の
弥

生
人
で
あ
り
、
北
九
州
は
銅
鉾
文
化
の
最
古
の
弥
生
人
で
あ
る
。
邪
馬
台
国
は
銅
鏡
と
鉄
器
で
あ
る
。 

 

二
節 

邪
馬
台
国
と
他
国
と
の
関
係
性 

『
魏
志
倭
人
伝
』
に
あ
る
邪
馬
台
国
以
外
の
国
々
に
つ
い
て
原
文
か
ら
抽
出
し
た
い
。 

末
盧
国
有
四
千
余
戸
、
東
南
陸
行
五
百
里
到
伊
都
国
有
千
余
戸
、
卅
有
王
皆
統
属
女
王
国
、 
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郡
使
往
来
常
所
駐
、
東
南
至
奴
国
百
里
有
二
万
余
戸
、
東
行
不
弥
国
百
里
有
千
余
戸
（
以
上
が
北
九

州
の
地
）
南
至
投
馬
国
水
行
二
十
日
五
万
余
戸
、
邪
馬
台
国
七
万
余
戸
、
自
女
王
国
以
北
其
戸
数
道

里
可
得
略
載
其
余
旁
国
遠
絶
不
可
得
詳
、
次
有
斯
馬
国
、
次
有
（
以
下
省
略
・
国
名
の
み
）
巳
百
支

国
、
伊
邪
国
、
有
都
支
国
、
弥
奴
国
、
有
好
古
国
、
不
呼
国
、
姐
奴
国
、
対
蘇
国
、
蘇
奴
国
、
呼
邑

国
、
華
奴
蘇
奴
国
、
鬼
国
、
為
吾
国
、
鬼
奴
国
、
邪
馬
国
、
躬
臣
国
、
巴
利
国
、
支
惟
国
、
烏
奴
国
、

次
有
奴
国
此
女
王
境
界
所
尽
、
其
南
有
狗
奴
国
男
子
為
王
・
其
官
有
狗
古
智
卑
狗
不
属
女
王 

抽
出
し
た
漢
文
を
要
約
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
理
解
出
来
る
。 

（
１
）
北
九
州
の
末
盧
国
か
ら
上
陸
し
て
至
る
主
要
国
は
伊
都
国
（
糸
島
）
で
、
こ
れ
ら
三
十
の
国
々
が

卑
弥
呼
の
い
る
邪
馬
台
国
に
属
し
て
い
る
。
奴
国
（
博
多
＝
「
漢
委
奴
国
王
」
の
金
印
を
受
け
た
那
）
は 

二
万
戸
の
人
口
を
有
す
る
地
で
、
帯
方
郡
よ
り
郡
使
が
往
来
し
、
常
駐
す
る
所
で
あ
る
。
北
九
州
に
お
け

る
有
力
国
は
末
盧
国
・
伊
都
国
・
奴
国
・
不
弥
国
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
有
力
国
は
弥
生
時
代
前
期
か
ら
北

九
州
に
住
居
し
、
弥
生
式
土
器
・
稲
作
・
青
銅
器
（
銅
剣
・
銅
鉾
）
文
化
・
甕
棺
式
埋
葬
様
式
の
い
わ
ゆ

る
弥
生
人
で
あ
る
。
な
お
金
印
は
「
漢
委
奴
国
王
」
と
あ
る
が
、
『
後
漢
書
』
本
文
に
は
「
倭
奴
国
」
と

明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「
漢
倭
奴
国
王
」
と
同
意
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
漢
に
冊
封
（
隷
属
）
す
る
倭
国

の
う
ち
の
「
奴
国
」
（
那
国
）
の
王
へ
建
武
中
元
二
年
（
五
七
年
）
に
光
武
帝
が
与
え
た
金
印
で
あ
る
。 

（
２
）
「
自
女
王
国
以
北
・
其
余
旁
国
遠
絶
不
可
得
詳
」
と
あ
る
の
は
北
九
州
の
主
要
国
以
外
で
女
王
国

に
属
す
る
国
々
名
を
上
げ
て
い
る
。
た
だ
し
郡
使
は
奴
国
に
常
駐
す
る
が
、
主
要
国
以
外
の
地
に
は
赴
い

て
い
な
い
の
で
各
国
の
詳
細
は
記
さ
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
文
章
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
自
女
王
国
以

北
」
と
あ
る
点
で
あ
る
。
仮
に
邪
馬
台
国
が
北
九
州
の
地
と
す
る
と
、
海
岸
部
に
は
先
に
述
べ
た
有
力
国

四
国
が
存
在
す
る
。
そ
こ
に
「
自
女
王
国
以
北
」
の
国
々
の
存
在
を
示
す
と
日
本
海
上
と
な
っ
て
し
ま
う
。 

従
っ
て
邪
馬
台
国
は
北
九
州
の
地
で
は
な
い
こ
と
が
明
白
と
な
る
。
邪
馬
台
国
が
日
向
の
地
に
存
在
す
る

か
ら
、
そ
の
地
よ
り
以
北
つ
ま
り
、
現
在
の
大
分
県
・
福
岡
県
・
佐
賀
県
・
長
崎
県
に
広
が
る
地
域
に
邪

馬
台
国
の
属
国
三
十
国
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
「
吉
野
ヶ
里
」
遺
跡
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。 

邪
馬
台
国
の
境
界
の
南
に
狗
奴
国
が
あ
る
が
、
こ
の
国
は
邪
馬
台
国
に
服
従
し
て
い
な
か
っ
た
。 

こ
の
国
は
現
在
の
熊
本
県
か
ら
宮
崎
県
都
城
市
に
広
が
る
地
域
を
支
配
し
て
い
た
、
こ
と
に
な
る
。 

（
３
）
「
南
至
投
馬
国
水
行
二
十
日
五
万
余
戸
」
に
つ
い
て
は
、
ど
の
様
に
考
察
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
本
文
全
体
が
九
州
島
の
国
々
を
紹
介
し
て
い
る
文
章
で
あ
る
。
帯
方
郡
よ
り
水
行
で
二
十
日
間
を

要
す
る
九
州
の
地
は
南
端
の
国
で
あ
る
。
投
馬
国
迄
は
全
て
海
上
を
航
行
し
て
い
る
か
ら
、
末
盧
国
か
ら

長
崎
周
り
で
航
行
し
、
沿
岸
部
を
進
み
、
現
在
の
鹿
児
島
市
へ
到
達
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鹿
児
島
県
は 

薩
摩
国
で
あ
る
。
「
さ
つ
ま
」
と
「
つ
ま
」
は
発
音
上
類
似
点
が
あ
る
。
「
壱
岐
」
が
「
一
支
」 
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（
一
大
）
と
あ
る
が
、
同
様
に
「
薩
摩
」
が
「
投
馬
」
（
つ
ま
）
国
と
漢
文
で
表
記
さ
れ
た
と
考
察
す
る
。 

（
４
）
「
女
王
国
東
渡
海
千
余
里
復
有
国
皆
倭
種
」
と
あ
る
点
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。 

こ
の
点
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
女
王
国
の
東
の
海
を
千
余
里
（
約
百
㎞
）
越
え
た
地
に
は
別
種
で

あ
る
が
、
同
じ
く
倭
人
が
存
在
し
て
い
る
。
と
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
四
国
に
は
別
の
弥
生
人

の
国
々
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
中
国
人
は
認
識
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
実
は
こ
の
別
種
倭
人
は
四
国

及
び
本
州
に
居
住
す
る
弥
生
人
で
、
彼
等
は
九
州
同
様
の
弥
生
文
化
を
持
ち
、
稲
作
・
青
銅
器
文
化
・
弥

生
式
土
器
を
有
す
る
人
々
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
九
州
と
相
違
す
る
点
は
北
九
州
よ
り
百
年
程
後
期
の
青
銅

器
文
化
（
銅
鐸
を
祭
る

。）

を
持
つ
弥
生
人
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。 

（
５
）
「
又
有
侏
儒
国
在
其
南
、
人
長
三
四
尺
去
女
王
国
四
千
余
里
、
又
有
裸
国
、
黒
歯
国
、
復
在
其
東

南
船
行
一
年
可
至
」
「
参
問
倭
地
絶
在
海
中
洲
島
之
上
、
或
絶
或
連
周
旋
可
五
千
余
里
」
と
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
た
い
。 

①
「
参
問
倭
地
絶
在
海
中
洲
島
之
上
、
或
絶
或
連
周
旋
可
五
千
余
里
」
と
説
明
が
あ
る
。
こ
の
地
理
的
用

件
を
満
た
す
に
は
九
州
島
以
外
に
あ
り
え
な
い
。
「
周
旋
」
と
あ
る
か
ら
中
国
側
は
九
州
島
の
概
略
を
理

解
し
て
い
た
。
独
立
し
た
九
州
島
の
記
述
で
あ
り
、
こ
の
文
章
か
ら
「
近
畿
・
奈
良
」
と
い
う
説
明
は
出

来
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
「
投
馬
国
」
の
人
々
は
「
隼
人
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
と
考
え
る
。 

②
「
侏
儒
国
」
「
裸
国
」
「
黒
歯
国
」
「
復
在
其
東
南
船
行
一
年
」
の
解
説
に
移
ろ
う
。
「
其
南
」
に
存

在
す
る
国
々
を
説
明
す
る
文
章
で
あ
る
。
「
其
南
」
と
は
「
邪
馬
台
国
の
港
を
出
発
し
て
南
方
向
へ
四
千

余
里
航
海
す
る
と
、
ま
ず
「
侏
儒
国
」
に
至
る
。
こ
れ
は
島
国
で
あ
る
か
ら
、
種
子
島
や
屋
久
島
を
示
す

内
容
で
あ
る
。
「
低
身
長
の
人
々
が
居
住
す
る
国
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
意
味
は
、
隔
絶
し
た
島
嶼
に

住
む
人
間
や
動
物
は
矮
小
化
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
科
学
的
に
証
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
種
子
島
や
屋

久
島
の
人
々
は
縄
文
人
の
子
孫
で
、
種
子
島
で
の
人
骨
の
発
掘
結
果
も
縄
文
系
低
身
長
人
と
証
明
さ
れ
た
。

次
に
「
裸
国
、
黒
歯
国
」
と
は
海
上
を
更
に
東
南
方
向
へ
航
海
す
る
先
の
国
々
で
あ
る
。
「
東
方
向
の
太

平
洋
を
横
断
す
る
も
の
で
は
な
い

。」

な
ぜ
な
ら
「
東
南
方
向
」
へ
航
海
す
る
か
ら
で
、
そ
れ
ら
の
島
々

は
い
わ
ゆ
る
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
で
あ
る
。
一
年
間
も
要
す
る
国
々
は
現
在
の
台
湾
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
方
面
で
あ
る
。
何
し
ろ
縄
文
時
代
に
お
い
て
も
南
洋
産
の
「
宝
貝
」
が
北
海
道
迄
も
齎
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
弥
生
時
代
に
お
い
て
も
東
南
交
通
が
あ
っ
て
も
問
題
は
無
い
。
『
後
漢
書
』
「
東
夷
伝
」

に
は
こ
の
文
章
に
続
い
て
「
会
稽
海
外
有
東
鯷
人
、
分
為
二
十
余
国
」
と
あ
る
。
こ
の
中
国
会
稽
を
隔
て

た
海
外
に
「
東
鯷
人
が
住
ん
で
お
り
、
二
十
余
国
に
分
か
れ
て
い
る

。
」

と
の
意
味
は
、
倭
人
と
別
も
の

で
あ
り
、
「
こ
の
国
も
二
十
余
に
分
か
れ
た
小
国
」
だ
と
説
明
し
て
い
る
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

地
理
的
要
素
及
び
、
そ
の
分
国
状
況
か
ら
現
在
の
沖
縄
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 
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沖
縄
の
歴
史
を
見
る
と
古
代
か
ら
各
地
に
分
居
し
て
城
（
グ
ス
ク
）
を
拠
点
に
抗
争
を
続
け
て
い
た
。 

ま
た
「
伝
言
、
秦
始
皇
遣
方
士
徐
福
将
童
男
女
数
千
人
入
海
、
求
蓬
莱
神
仙
不
得
、
徐
福
畏
誅
不
敢
還
遂

止
」
と
あ
る
。
秦
の
始
皇
帝
を
騙
し
「
神
仙
薬
」
を
求
め
る
と
し
て
東
海
へ
出
航
し
た
が
、
そ
の
ま
ま
秦

国
へ
は
帰
還
せ
ず
、
彼
の
地
に
留
ま
っ
た
。
と
あ
る
。
（
徐
福
伝
説
は
九
州
に
あ
り
、
筑
後
川
岸
を
登
山

し
、
高
天
原
か
ら
日
向
に
降
臨
し
た
。
こ
れ
が
邪
馬
台
国
の
祖
先
で
あ
っ
た
。
太
伯
の
子
孫
で
な
い

。） 

 

三
節 

風
土
・
産
物
・
慣
習
の
特
性 

倭
国
（
九
州
）
の
地
形
・
風
土
・
慣
習
に
つ
い
て
『
魏
志
倭
人
伝
』
よ
り
抜
粋
す
る
。 

 
 

男
子
無
大
小
皆
黥
面
文
身
、
夏
后
少
康
之
子
封
於
会
稽
、
断
髪
文
身
以
避
蚊
龍
之
害
、
今
倭
水
人
好 

沈
没
捕
魚
蛤
、
文
身
亦
以
厭
大
魚
水
禽
、
後
稍
以
為
飾
、
諸
国
文
身
各
異
、
其
風
俗
不
淫
、
男
子
皆 

露
紒
、
以
木
綿
招
頭
、
其
衣
横
幅
、
但
結
束
相
連
、
略
無
縫
、
婦
人
卑
髪
屈
紒
、
作
衣
如
単
被
、
穿 

其
中
央
、
貫
頭
衣 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

要
約
し
解
説
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

（
１
）
倭
人
が
入
れ
墨
を
す
る
の
は
国
々
あ
る
い
は
身
分
に
よ
り
文
様
は
違
う
が
、
夏
王
朝
の
血
統
で
あ

る
少
康
之
子
の
無
余
が
会
稽
（
現
紹
興
市
）
に
任
じ
る
と
現
地
の
習
慣
で
あ
る
入
れ
墨
を
施
し
た
。
理
由

は
水
中
で
漁
業
を
す
る
時
の
負
傷
を
免
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
（
無
余
は
越
国
の
祖
、
太
伯
は
周
の
子
孫

で
呉
国
の
祖
、
両
国
と
も
入
れ
墨
の
習
慣
が
あ
っ
た

。）

こ
の
断
髪
や
入
れ
墨
の
習
慣
が
倭
人
に
も
あ
る
。

（
北
九
州
の
倭
人
は
「
太
伯
の
子
孫
」
と
中
国
に
伝
え
て
い
る

。） 

（
２
）
倭
国
の
風
俗
は
落
ち
着
い
て
安
定
し
て
い
る
。
男
性
は
帽
子
・
冠
は
着
用
せ
ず
、
木
綿
を
頭
に
縛

る
。
衣
服
は
横
幅
の
布
を
束
ね
羽
織
る
が
、
服
の
様
に
縫
製
は
し
な
い
。
女
性
は
髪
を
束
ね
て
髷
を
結
い 

衣
服
は
一
枚
の
布
を
二
つ
折
り
に
し
中
央
に
穴
を
開
け
、
そ
こ
か
ら
頭
を
出
し
、
腰
周
り
を
縛
る
、
い
わ

ゆ
る
貫
頭
衣
を
着
用
し
て
い
る
。
農
産
物
は
禾
稲
（
稲
作
、
中
国
長
江
流
域
で
は
一
万
年
前
か
ら
稲
作
が

行
わ
れ
た

。
）

苧
麻
（
イ
ラ
ク
サ
科
の
カ
ラ
ム
シ
、
南
・
東
ア
ジ
ア
で
栽
培
さ
れ
て
い
る

。
）

の
他
に
蚕

桑
（
養
蚕
で
生
糸
を
生
産
す
る

。
）

を
栽
培
し
、
こ
れ
ら
の
繊
維
を
集
め
て
紡
い
で
布
に
す
る
。
製
品
は

細
苧
（
細
麻
＝
緻
密
に
織
っ
た
麻
布
）
と
縑
綿
（
け
ん
め
ん
・
か
と
り
絹
、
緻
密
に
織
っ
た
平
織
り
の
絹

織
物
）
で
あ
る
。 

（
３
）
こ
の
地
に
は
牛
・
馬
・
虎
・
豹
・
羊
・
カ
サ
サ
ギ
は
い
な
い
。
（
弥
生
犬
は
い
た

。
） 

当
時
の
船
舶
は
小
型
船
で
、
大
き
な
動
物
を
半
島
・
大
陸
か
ら
搬
入
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。 

そ
の
た
め
牛
馬
・
羊
の
存
在
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
因
み
に
弥
生
人
骨
や
弥
生
犬
骨
及
び
、 

稲
の
三
種
類
の
遺
伝
子
か
ら
、
中
国
江
南
地
域
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

 
 

（
４
）
武
器
に
つ
い
て
は
「
兵
用
矛
・
盾
・
木
弓
、
木
弓
短
下
長
上
、
竹
箭
或
鉄
鏃
或
骨
鏃
」 
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と
あ
る
。
兵
士
は
矛
（
鉾
）
で
戦
い
、
防
禦
に
は
盾
を
用
い
る
。
「
矛
盾
」
の
言
葉
通
り
で
あ
る
。
弓
を

使
用
し
、
弓
形
の
下
部
が
短
く
、
上
部
が
長
い
形
状
で
あ
る
。
細
竹
の
棒
を
用
い
、
鉄
製
あ
る
い
は
骨
製

の
鏃
（
や
じ
り
）
を
用
い
る
。
弥
生
時
代
は
ま
さ
に
人
間
と
人
間
が
領
土
・
利
権
を
求
め
て
戦
争
を
す
る

時
代
で
あ
る
。
九
州
で
は
「
銅
鉾
」
が
神
器
と
し
て
祭
ら
れ
た
が
、
鏃
と
し
て
は
更
に
堅
固
で
鋭
利
な
鉄

器
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
鉄
器
は
貴
重
な
武
器
で
あ
っ
た
た
め
、
骨
製
鏃
も
併
用
さ
れ
て
い
る
。
日
本
に

お
け
る
銅
器
か
ら
鉄
器
へ
と
変
換
さ
れ
る
過
渡
期
の
世
相
を
示
す
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。 

（
５
）
風
土
・
慣
習
に
つ
い
て
は
「
倭
地
温
暖
、
冬
夏
食
生
菜
、
皆
徒
跣
、
有
屋
室
、
父
母
兄
弟
臥
息
異

処
、
以
朱
丹
塗
其
身
体
、
如
中
国
用
粉
也
、
食
飲
用
籩へ

ん

豆と

う

手
食
、
其
死
有
棺
無
槨か

く

、
封
土
作
塚
、

始
死
停
喪
十
余
日
、
当
時
不
食
肉
、
喪
主
哭
泣

こ
く
き
ゅ
う

、
他
人
就
歌
舞
飲
酒
、
已
葬
挙
家
詣
水
中
澡
浴
、
以
如

練
沐
」 

と
あ
る
。
「
倭
地
」
と
は
半
島
南
部
狗
邪
韓
国
か
ら
対
馬
・
壱
岐
を
経
て
九
州
の
領
域
で
あ
る
。
勿
論
四

国
・
本
州
に
は
「
別
倭
種
」
が
住
ん
で
い
る
こ
と
は
明
記
さ
れ
て
い
る
。
日
本
列
島
の
中
で
温
暖
な
地
と

は
九
州
地
方
で
あ
る
。
四
季
を
通
じ
て
野
菜
・
野
草
類
の
入
手
は
中
国
大
陸
に
比
較
し
て
容
易
で
あ
る
。

そ
し
て
人
々
は
裸
足
で
歩
行
し
、
沓
な
ど
使
用
し
て
い
な
い
。
屋
室
に
住
み
、
家
族
は
一
ヶ
所
に
固
ま
っ

て
睡
眠
は
と
ら
な
い
で
、
個
々
に
寝
る
。
身
体
に
は
朱
丹
（
赤
い
土
）
を
塗
る
。
中
国
の
粉
（
朱
色
）
を

用
い
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
食
事
に
は
籩へ

ん

豆と

う

（
高
坏
）
を
用
い
る
が
、
手
で
食
事
を
す
る
。 

人
が
死
亡
す
る
と
棺
に
納
め
る
が
、
槨
（
墓
室
や
壙
の
中
に
作
る
棺
を
入
れ
る
外
側
の
箱
）
は
な
い
。 

（
古
墳
時
代
に
な
る
と
石
槨
と
い
っ
て
石
で
築
い
た
棺
を
納
め
る
部
屋
を
造
り
、
墳
丘
と
す
る
。
弥
生
時

代
で
は
甕
棺
に
納
め
、
直
接
埋
葬
し
、
土
塚
を
造
っ
た

。）

死
者
は
死
後
十
日
余
は
埋
葬
を
行
わ
な
い
。

完
全
に
遺
体
が
腐
敗
す
る
の
を
確
認
し
て
（
死
亡
を
確
認
）
か
ら
葬
儀
を
お
こ
な
う
。
こ
の
間
は
肉
食
を

絶
ち
、
喪
主
は
死
者
を
悼
み
哭
泣
す
る
。
他
人
は
歌
舞
・
飲
酒
す
る
。
埋
葬
後
は
一
家
揃
っ
て
水
中
に
入

り
沐
浴
し
、
穢
れ
を
落
と
す
。
（
今
日
の
社
会
も
こ
の
風
習
と
似
て
い
る
。
神
道
と
仏
教
の
両
方
の
要
素

を
持
っ
て
お
り
、
歌
舞
・
飲
酒
す
る
習
慣
は
弥
生
時
代
か
ら
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る

。
） 

（
６
）
産
物
・
植
生
に
つ
い
て
は
「
出
真
珠
・
青
玉
、
其
山
有
丹
、
其
木
有

柟

・
杼 

・
豫
樟
・
楺 

櫪
・
投
・
橿
・
烏
号
・
楓
香
︑
其
竹
篠
︑
簳
︑
桃
支
︑
有
薑
・
橘
・
椒
・
蘘
荷
︑
不
知
以
為
滋
味
︑
有
獮

猴
︑
黒
雉
﹂
と
あ
る
︒
倭
国
で
は
真
珠
や
青
玉
（
翡
翠
）
を
産
出
す
る
。
樹
木
に
つ
い
て
は
植
物
学
者
の

苅
住
昇
が
樹
木
名
を
推
定
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
説

（
３
）

を
引
用
し
た
い
。

柟

タ
ブ
ノ
キ
、
杼 

コ
ナ
ラ
、 

豫
樟 

ク
ス
ノ
キ
、
楺 

ボ
ケ
、
櫪
︵
櫟
︶
ク
ヌ
ギ
、
投 

カ
ヤ
、
橿 

カ
シ
類
、
烏
号 

カ
カ
ツ
ガ
ユ

（
カ
カ
ツ
ガ
ユ
な
ら
ば
、
ク
ワ
科
で
、
別
名
ヤ
マ
ミ
カ
ン
、
漢
方
薬
） 

楓
香 

カ
エ
デ 

（
タ
ブ
ノ
キ

と
ク
ス
ノ
キ
は
暖
帯
に
分
布
す
る
樹
木
の
代
表
で
、
照
葉
樹
林
帯
を
構
成
す
る
。
タ
ブ
ノ
キ
は
海
岸
近
く



に
多
く
見
ら
れ
る
。
地
形
的
に
も
気
候
的
に
も
日
向
海
岸
部
に
あ
る
邪
馬
台
国
に
相
応
し
い 

 
 

 

７ 
樹
木
相
で
あ
る

。）

竹
類
で
は
篠
（
女
竹
、
川
岸
や
海
辺
に
群
生
す
る
。
高
さ
二
㍍
～
八
㍍
、
細
く
て
群

生
す
る

。）

簳や
が
ら

（
か
ん
、
矢
竹
、
本
州
～
四
国
～
九
州
の
山
野
に
自
生
す
る
。
高
さ
は
四
㍍
程
、
棹
の

節
間
が
な
が
く
真
っ
直
の
た
め
矢
の
柄
に
す
る
。
箆
・
箭
竹
と
も
言
う

。）

桃
支
＝
桃
支
竹
（
棕
櫚
竹
・

ヤ
シ
科
カ
ン
ノ
ン
チ
ク
属
、
亜
熱
帯
性
植
物
）
が
あ
る
。
竹
類
の
傾
向
も
温
暖
な
風
土
を
証
明
し
て
い
る
。 

中
国
人
は
嗜
好
植
物
と
し
て
識
別
し
た
が
、
倭
人
は
「
滋
味
」
（
薬
味
）
に
は
使
用
し
て
い
な
い
も
の
に
、 

薑
（
は
じ
か
み
・
生
姜

）、

橘
（
橘
柚
、
ミ
カ
ン
科

）、

椒
（
山
椒
、
ミ
カ
ン
科

）、

蘘
荷
（
茗
荷
、
シ

ョ
ウ
ガ
科
）
が
あ
る
。
野
生
動
物
と
し
て
は
獮
猴
（
び
こ
う
、
ア
カ
ゲ
ザ
ル
＝
ニ
ホ
ン
ザ
ル
）
と
黒
雉 

（
野
生
の
雉
、
雄
は
灰
褐
色
で
黒
い
横
斑
が
あ
る

。）

が
あ
る
。 

 

※(
 

)

内
は
筆
者
の
注
記 

（
７
）
風
俗
や
世
相
に
つ
い
て
は
「
挙
事
行
来
、
有
所
云
為
、

輒
す
な
わ
ち

灼
骨
而
卜

ほ
ね
を
や
い
て
ぼ
く
す

、
以
占
吉
凶
、
先
告
所 

卜
う
ら
な
う

、
其
辞
如
令
亀
法
、
視
火
坼

か

た

く

占
兆
」
ま
た
「
其
会
同
座
起
、
父
子
男
女
無
別
、
人
性
嗜
酒
」
「
見

大
人
所
敬
、
但
搏
手

た
だ
て
を
う
ち

以
当
跪
拝

き

は

い

、
其
人
寿
考
或
百
年
、
或
八
九
十
年
」
と
あ
る
。
あ
る
大
事
な
行
為

を
す
る
場
合
は
骨
を
焼
い
て
そ
の
裂
け
目
か
ら
吉
凶
を
判
断
し
て
い
る
。
そ
の
骨
に
文
字
を
刻
ん
だ
の
が
、

甲
骨
文
字
（
旧
態
漢
字
）
で
、
殷
墟
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。
刻
む
刀
は
青
銅
製
あ
る
い
は
碧
玉
製
で
あ

る
。
邪
馬
台
国
に
は
青
銅
短
剣
も
碧
玉
も
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
ら
で
骨
に
刻
み
を
入
れ
た
。
こ
こ
で
は
亀

甲
を
使
用
し
て
い
な
い
。
「
太ふ

と

占ま

に

」
と
い
う
獣
骨
（
鹿
・
猪
等
）
の
肩
甲
骨
を
使
う
方
法
で
あ
る
。

「
辞
」
と
は
占
う
文
字
で
あ
り
、
「
干
支
日
、
占
う
事
柄
、
そ
の
結
果
」
の
三
項
目
を
記
入
し
た
。
こ
の

方
法
を
「
令
亀
法
」
と
い
い
、
殷
（
商
）
の
滅
亡
後
の
西
周
で
も
実
施
さ
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も

こ
う
し
た
甲
骨
で
吉
凶
を
占
う
行
為
は
中
国
古
代
の
風
習
で
あ
り
『
魏
志
倭
人
伝
』
（
陳
寿
）
の
時
代
の

人
々
も
こ
の
中
国
式
卜
占
術
が
倭
国
で
行
わ
れ
て
い
る
事
実
を
確
認
し
て
い
る
。
卑
弥
呼
は
「
鬼
道
を
事

と
し
、
能
く
衆
を
惑
わ
す
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
卜
占
術
を
使
用
し
て
い
た
。
「
鬼
道
」
と
は
呪
術
・
卜

占
を
政
治
活
動
に
使
う
政
治
体
制
で
あ
る
が
、
後
漢
時
代
か
ら
の
道
教
の
流
れ
を
汲
む
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
。
中
国
で
国
教
と
し
て
の
儒
教
以
外
の
思
想
体
系
を
「
鬼
道
」
と
し
た
か
ら
、
邪
馬
台
国
で
は
儒
教
政

治
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
倭
人
（
弥
生
人
）
は
殷
・
周
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
後
の

道
教
の
流
れ
も
受
け
継
い
だ
人
々
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
（
特
に
邪
馬
台
国
で
あ
る

。） 

「
大
人
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
人
の
前
で
手
を
打
っ
て
敬
意
を
示
す
。
尊
敬
さ
れ
る
其
人
の
年
齢
は
超
高

齢
者
で
あ
り
、
年
齢
は
推
定
百
才
、
あ
る
い
は
八
・
九
十
才
の
人
々
で
あ
る
。 

つ
ま
り
弥
生
社
会
で
も
超
高
齢
者
は
「
大
人
」
と
し
て
尊
敬
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。 

 
 

そ
し
て
神
様
の
前
で
柏
手
を
打
ち
敬
意
を
示
す
行
為
は
こ
の
弥
生
時
代
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
こ
と
が
証
明
で



き
る
。
封
建
時
代
の
「
上
座
・
下
座
」
と
い
っ
た
差
別
的
座
席
は
な
く
座
席
は
平
等
で
あ
っ
た
。 

 

８ 
 

男
女
差
別
も
な
く
、
家
父
長
制
に
よ
る
上
下
関
係
も
な
か
っ
た
。
ま
た
人
々
は
飲
酒
を
好
ん
だ
。
勿
論
稲

作
文
化
で
あ
る
か
ら
余
剰
米
穀
に
よ
り
「
酒
造
」
が
可
能
な
社
会
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
酒
造
技
術
に
つ

い
て
は
触
れ
な
い
が
古
代
人
か
ら
現
代
人
迄
、
酒
類
が
好
き
な
人
々
は
多
い
。
当
時
も
宴
会
を
実
施
し
て

い
た
。 

（
８
）
社
会
生
活
（
風
俗
・
法
令
を
含
む

。）

に
つ
い
て
は
「
其
俗
、
国
大
人
皆
四
五
婦
、
下
戸
或
二
三 

婦
、
婦
人
不
淫
、
不
妒
忌

と

き

、
不
盗
竊
（
窃

）
、

少
諍
訟
、
其
法
、
軽
者
没
其
妻
子
、
重
者
滅
其
門
戸
及

宗
族
、
尊
卑
各
有
差
序
、
足
相
臣
服
」
と
あ
る
。
当
時
の
国
民
に
は
上
級
民
と
下
級
民
、
奴
卑
（
生
口
・

持
衰
）
の
三
種
類
の
階
級
が
見
ら
れ
る
。
上
級
民
は
「
大
人
」
と
呼
ば
れ
、
四
・
五
人
の
女
を
妻
帯
し
た
。

そ
し
て
下
戸
（
平
民
）
で
も
二
・
三
人
の
女
を
妻
帯
し
た
。
こ
れ
は
今
の
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
制
度
に
似
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
妻
達
は
浮
気
を
せ
ず
、
他
の
妻
に
対
し
て
嫉
妬
や
争
い
は
し
な
い
。
ま
た

人
々
は
窃
盗
な
ど
し
な
い
。
訴
訟
等
裁
判
沙
汰
は
少
な
い
。
も
し
違
法
行
為
が
あ
れ
ば
、
軽
い
犯
罪
で
は

犯
人
の
妻
子
を
取
り
上
げ
、
重
い
犯
罪
で
は
そ
の
家
族
や
一
門
の
人
々
を
滅
ぼ
す
。
国
内
は
身
分
尊
卑
の

格
差
は
あ
る
が
、
上
下
関
係
の
立
場
を
守
り
、
反
逆
す
る
者
は
い
な
い
。 

次
に
「
収
租
賦
、
有
邸
閣
、
国
国
有
市
、
交
易
有
無
、
使
大
倭
監
之
、
自
女
王
以
北
、
特
置
一
大
率
、
検

察
諸
国
、
（
諸
国
）
畏
憚
之
、
常
治
伊
都
国
、
於
国
中
有
如
刺
史
」
と
あ
り
、
次
に
（
外
交
は
文
物
共
に

的
確
に
処
理
し
、
女
王
国
と
魏
国
と
の
交
流
は
正
常
に
行
わ
れ
て
い
る

。）

と
の
文
章
が
あ
る
。 

納
税
に
つ
い
て
は
邸
閣
（
立
派
な
建
物
）
に
収
納
さ
せ
る
。
各
国
々
に
は
市
場
が
あ
り
物
品
を
交
易
し
て

い
る
。
納
税
や
経
済
に
は
担
当
官
の
大
倭
（
財
務
官
僚
）
を
派
遣
し
て
監
督
し
て
い
る
。
邪
馬
台
国
（
日

向
）
以
北
の
国
々
に
は
「
一
大
率
」
（
統
轄
官
・
検
察
官
）
を
置
き
、
検
察
活
動
を
す
る
た
め
、
属
国
は

こ
の
監
督
者
を
畏
憚

い

た

ん

（
恐
れ
遠
慮
）
し
て
い
る
。
「
一
大
率
」
は
伊
都
国
に
常
駐
し
、
諸
国
を
統
制
し

て
い
る
。
各
国
々
に
は
そ
の
配
下
に
中
国
で
い
う
刺
史

し

し

（
国
守
・
長
官
・
知
事
）
の
よ
う
な
役
人
が
い

て
、
各
国
を
統
治
し
て
い
る
。
こ
こ
迄
読
み
進
め
る
と
、
弥
生
時
代
の
実
相
が
か
な
り
明
確
に
理
解
で
き

て
く
る
。
や
は
り
、
魏
国
の
外
交
官
は
伊
都
国
に
滞
在
し
、
時
に
は
邪
馬
台
国
の
都
（
卑
弥
呼
）
に
も
赴

任
し 

九
州
島
全
体
に
お
け
る
弥
生
社
会
の
実
態
を
魏
国
皇
帝
に
如
実
に
報
告
し
て
い
る
様
子
が
伺
わ
れ
る
。 

次
に
「
下
戸
与と

大
人
相
逢
道
路
、
逡
巡
入
草
、
伝
辞
説
事
、
或
蹲
或
跪
、
両
手
拠
地
、
為
之
恭
敬
、
対

応 声
曰
噫

あ
い
と
い
う

、
比
如
然
諾
」
と
あ
る
。
こ
の
意
味
は
、
上
下
の
階
級
制
を
表
し
、
大
人
と
道
で
会
っ
た
下
戸

は
草
む
ら
に
入
り
、
大
人
に
話
す
に
は
う
ず
く
ま
り
、
あ
る
い
は
ひ
ざ
ま
ず
い
て
両
手
は
地
面
に
付
け
て 



恭
順
の
敬
意
を
示
す
。
大
人
に
対
し
て
は
「
噫
」
（
は
い
、
了
解
し
ま
し
た

。）

と
答
え
る
。 

こ
れ
は
時
代
を
超
え
て
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
殿
様
・
武
士
に
対
し
て
庶
民
が
土
下
座
し
て
畏
ま
る 

態
度
と
同
じ
姿
で
あ
る
。 
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四
節 
女
王
卑
弥
呼
に
つ
い
て 

 

最
後
に
卑
弥
呼
に
つ
い
て
、
述
べ
た
い
。 

 
 

其
国
（
倭
国
）
本
亦
以
男
子
為
王
、
住
七
八
十
年
、
倭
国
乱
相
攻
伐
歴
年
、
乃
共
立
一
女
子
為
王
、 

 
 

名
曰
卑
弥
呼
、
事
鬼
道
能
惑
衆
、
年
已
長
大
無
夫
壻
（
婿

）、

有
男
弟
佐
治
国
、
自
為
王
以
来
、
少 

 
 

有
見
者
、
以
婢
千
人
自
侍
、
唯
有
男
子
一
人
給
飲
食
、
伝
辞
出
入
居
処
、
宮
室
・
楼
観
、
城
柵
厳
設
、 

 
 

常
有
人
持
兵
守
衛 

こ
の
意
味
は
次
の
様
に
な
る
。
弥
生
時
代
、
倭
国
（
九
州
島
倭
人
）
は
従
来
代
々
男
王
が
統
治
し
て
い

た
。
そ
し
て
こ
の
と
こ
ろ
七
・
八
十
年
間
は
安
定
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
倭
国
内
は
争
乱
と
な
り
毎

年
戦
争
が
続
き
、
殺
伐
と
し
た
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
人
々
は
和
平
を
求
め
て
相
談
の
上
女
王
を
擁
立

し
た
。
女
王
の
名
前
は
卑
弥
呼
（
日
巫
女
＝
日
御
子
＝
ひ
み
こ
）
と
言
っ
た
。
鬼
道
を
仕
事
と
し
て
、
そ

の
言
動
は
人
々
を
魅
了
し
た
。
年
齢
は
年
増
で
あ
る
が
夫
も
婿
も
い
な
い
独
身
者
（
巫
女
）
で
あ
る
。 

実
弟
が
一
人
お
り
、
卑
弥
呼
の
補
佐
役
と
し
て
倭
国
を
治
め
て
い
る
。
卑
弥
呼
が
女
王
に
就
任
し
て
か
ら

は
、
そ
の
姿
を
拝
見
し
た
も
の
は
一
部
の
臣
下
の
み
で
あ
る
。
王
宮
に
は

婢
は
し
た
め

千
人
程
が
仕
え
て
お
り
、

唯
男
子
一
人
お
り
（
実
弟
か
別
人
か
）
食
事
の
お
世
話
を
し
、
重
要
な
用
件
を
伝
え
、
或
い
は
指
示
を
受

け
て
卑
弥
呼
の
居
所
に
出
入
り
（
侍
従
長
の
意
味
）
し
て
い
る
。
宮
室
・
楼
観
・
城
柵
を
厳
重
堅
固
に
設

営
し
、
宮
城
内
外
は
多
数
の
兵
士
が
警
戒
し
、
護
衛
の
任
務
に
つ
い
て
い
る
。
以
上
、
こ
の
詳
細
な
内
容

は
魏
の
外
交
官
・
使
節
団
が
直
接
卑
弥
呼
の
王
宮
に
参
内
し
な
け
れ
ば
記
述
で
き
な
い
内
容
で
あ
る
。
北

九
州
の
地
に
い
て
伝
聞
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
「

婢
は
し
た
め

千
人
」
は
実
数
で
は
な
く
多

数
と
い
う
意
味
に
捉
え
て
も
良
い
だ
ろ
う
。 

 

次
に
卑
弥
呼
の
魏
王
朝
へ
の
朝
貢
記
事
で
あ
る
。 

 

「
景
初
二
年
（
二
三
八
）
六
月
、
倭
女
王
遣
大
夫
難
升
米
等
詣
郡
、
求
詣
天
子
朝
献
、
太
守
劉
夏
遣
使 

 

将
送
詣
京
都
、
其
年
十
二
月
、
詔
書
報
倭
女
王
曰
、
制
詔
『
親
魏
倭
王
卑
弥
呼
』
（
中
略
）
今
以
汝
為 

 

親
魏
倭
王
、
仮
金
印
紫
綬
」
（
女
王
よ
り
男
生
口
四
人
、
女
生
口
六
人
、
斑
布
二
匹
二
丈
を
奉
る

。） 

 

そ
れ
に
対
す
る
魏
王
か
ら
の
贈
品
は
多
数
あ
る
。
各
種
布
帛
類
、
工
芸
品
、
白
絹
五
十
匹
、
金
八
両
、 

五
尺
の
刀
二
口
、
銅
鏡
百
枚
、
真
珠
・
鉛
丹
各
五
十
斤
等
で
あ
っ
た
。 

「
正
始
元
年
（
二
四
○
）
太
守
弓
遵
等
奉
詔
書
印
綬
、
詣
倭
国
、
拝
仮
倭
王
、
倭
王
因
使
上
表
、
（
中

略
）
答
謝
詔
恩
」
と
あ
る
。 



 

こ
の
間
の
政
治
情
勢
を
み
た
い
。
半
島
北
部
は
公
孫
淵
が
支
配
し
、
帯
方
郡
も
支
配
し
た
。
景
初
二

年
（
二
三
八
）
は
魏
国
明
帝
曹
叡
の
時
代
で
あ
っ
た
。
明
帝
は
将
軍
司
馬
懿
を
派
遣
し
、
公
孫
淵
軍
を

包
囲
し
、
八
月
二
三
日
に
は
滅
亡
さ
せ
、
楽
浪
郡
と
帯
方
郡
を
復
活
さ
せ
た
。 

 
 
 

 
 
 

１
０ 

同
年
六
月
で
は
公
孫
淵
軍
は
勢
い
を
無
く
し
、
通
行
を
阻
害
す
る
力
を
失
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
倭
国

使
節
団
は
司
馬
懿
軍
に
護
衛
さ
れ
て
都
洛
陽
へ
到
着
し
た
。
景
初
三
年
（
二
三
九
）
一
月
、
明
帝
は
死

去
し
、
斉
王
曹
芳
の
治
世
が
始
ま
っ
た
。
正
始
元
年
（
二
四
○
）
か
ら
、
正
始
十
年
（
二
四
九
）
迄
続

い
た
。 

其
四
年
（
二
四
三
）
倭
王
復
遣
使
大
夫
伊
声
耆

い

せ

ぎ

等
を
派
遣
し
た
。
其
六
年
（
二
四
五
）
詔
賜
倭
難
升

米 黄
幢

お
う
と
う

（
黄
色
の
軍
旗
）
と
あ
る
。
そ
し
て
正
始
八
年
（
二
四
七
）
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。 

其
八
年
（
二
四
七
）
太
守
王
頎

お

う

き

到
官
（
郡
の
官
邸
）
倭
女
王
卑
弥
呼
与
狗
奴
国
男
王
卑
弥
弓
呼

ひ

み

ひ

こ

素
不 和

、
遣
倭
載
斯
、
烏
越
等
詣
郡
、
説
相
攻
撃
状
、
遣
塞
曹
掾
史

さ

い

そ

う

え

ん

し

張
政
等
、
因
齎
詔
書
・
黄
幢
、
拝

仮 

難
升
米
、
為
檄
告
喩
（
諭
）
之 

こ
の
頃
に
な
る
と
、
九
州
で
唯
一
敵
対
し
て
い
た
狗
奴
国
の
男
王
卑
弥
弓
呼
（
日
御
彦
）
が
元
か
ら
不
仲

で
あ
っ
た
が
、
い
よ
い
よ
戦
争
状
態
に
突
入
し
た
。
劣
勢
状
況
を
郡
の
太
守
に
訴
え
、
支
援
を
求
め
た
。 

そ
こ
で
、
部
下
の
張
政
等
を
遣
わ
し
、
難
升
米
に
詔
書
と
黄
旗
の
軍
旗
と
檄
文
を
手
渡
し
た
。 

 
 

卑
弥
呼
以
死
、
大
作
塚
、
径
百
余
歩
、
徇
葬
者
（
殉
葬
者
＝
生
け
贄
）
奴
婢
百
余
人
、
更
立
男
王
、 

 
 

国
中
不
服
、
更
誅
殺
、
当
時
殺
千
余
人
（
何
年
に
卑
弥
呼
が
死
去
し
た
か
は
不
明
で
あ
る

。） 

狗
奴
国
と
の
戦
争
は
ど
の
様
に
展
開
し
た
の
か
、
結
果
は
不
明
で
あ
る
が
、
女
王
卑
弥
呼
は
死
去
し
て
し

ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
立
派
な
塚
（
古
墳
の
原
型
）
を
造
っ
た
。
そ
の
径
は
百
余
歩
（
約
七
十
㍍
）
で
あ
る
。 

殉
死
さ
せ
た
奴
婢
は
百
人
以
上
に
な
っ
た
。
弥
生
人
は
死
者
に
対
し
て
殯

も
が
り

の
習
慣
を
持
つ
。
女
王
で
あ

る
か
ら
殯
宮
を
墳
墓
の
近
く
に
作
り
葬
儀
に
備
え
た
と
考
え
る
。
こ
の
卑
弥
呼
の
葬
儀
に
見
ら
れ
る
慣
習

は
大
和
政
権
に
お
け
る
大
王
（
天
皇
）
の
葬
儀
・
古
墳
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
そ
し
て
殉
死
者
の
代
わ

り
に
埴
輪
を
作
製
し
、
古
墳
に
設
置
し
た
と
考
え
る
と
、
古
代
葬
儀
の
様
相
が
理
解
で
き
る
。 

倭
国
で
は
、
卑
弥
呼
の
後
継
者
と
し
て
男
王
が
即
位
し
た
が
、
倭
国
中
に
争
乱
が
広
ま
っ
た
。
新
国
王
の

擁
立
に
つ
い
て
は
互
い
に
殺
し
合
い
と
な
り
、
戦
乱
の
中
で
千
人
以
上
の
死
者
が
出
た
。 

復ま

た

立
卑
弥
呼
宗
女
壹
與
（
台
与
＝
と
よ
）
年
十
三
為
王
、
国
中
遂
定
、
政
等
（
張
政
）
以
檄
告
喩

壹
與
（
薹
與
＝
台
与
と
す
る

。
）

壹
與
遣
倭
大
夫
率
善
中
郎
将
掖え

き

邪や

狗く

等
二
十
人
、
送
政



（
張
政
）
等
還
、
因
詣
薹
（
宮
殿
）
献
上
男
女
生
口
三
十
人
、
貢
白
珠
五
千
孔
、
青
大
句
珠
二
枚
、

異
文
雑
錦
二
十
匹 

以
上
が
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
最
後
の
部
分
で
あ
る
。 

何
年
か
続
い
た
戦
乱
を
収
め
る
た
め
、
卑
弥
呼
の
宗
女
（
一
族
・
血
縁
者
・
同
族
）
壹
與
（
台と

与よ

）

十 

三
才
を
女
王
に
し
た
と
こ
ろ
、
皆
が
納
得
し
て
倭
国
の
争
乱
は
静
ま
っ
た
。
こ
の
安
定
し
た
政
情
を
確
認

し
た
晋
国
の
使
者
張
政
等
は
倭
国
女
王
を
認
可
し
て
帰
国
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 
 

 
 
 

１
１ 

答
礼
の
た
め
、
倭
国
女
王
は
遣
魏
使
掖え

き

邪や

狗く

等
を
同
道
さ
せ
、
王
宮
（
洛
陽
）
へ
送
っ
た
。 

西
晋
国
皇
帝
司
馬
炎
武
帝
に
拝
謁
し
、
男
女
生
口
（
奴
隷
）
三
十
人
、
各
種
宝
物
を
献
上
し
た
。
白
珠

は
真
珠
の
こ
と
で
、
五
千
孔
と
あ
る
の
で
、
真
珠
を
加
工
し
て
、
紐
を
通
せ
る
状
態
に
し
た
五
千
個
と

青
大
句
珠
で
あ
る
翡
翠
の
大
玉
を
二
つ
、
そ
れ
に
異
文
雑
錦
（
異
な
る
文
様
の
あ
る
錦
織
物
）
を
贈
呈

し
た
。 

魏
国
の
正
始
八
年
（
二
四
七
）
に
は
卑
弥
呼
の
激
励
の
た
め
、
使
者
張
政
等
が
倭
国
へ
派
遣
さ
れ
た
。 

そ
の
結
果
は
不
明
で
あ
る
。
但
し
両
国
の
勝
敗
は
決
着
が
着
か
な
か
っ
た
。
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
は
そ

の
結
果
が
記
述
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
完
全
勝
利
な
ら
「
お
礼
の
報
告
」
使
節
団
を
魏
国
へ
送

る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、
倭
国
は
継
続
し
て
い
る
の
で
、
結
論
は
「
イ
ー
ブ
ン
」
と

い
っ
た
状
態
だ
と
推
測
で
き
る
。
『
魏
志
倭
人
伝
』
で
は
年
数
・
年
号
等
不
明
で
あ
る
。 

さ
て
、
何
年
に
卑
弥
呼
が
死
去
し
た
の
か
も
不
明
（
正
始
九
年
と
断
定
で
き
な
い

。）

で
あ
る
。
そ
し

て
い
つ
男
王
が
即
位
し
た
の
か
、
そ
し
て
新
男
王
へ
の
反
乱
が
何
年
に
発
生
し
、
何
年
迄
継
続
し
た
の

か
も
不
明
で
あ
る
。
こ
こ
で
桜
井
市
に
あ
る
箸
墓
古
墳
に
言
及
し
た
い
。
こ
の
古
墳
は
前
方
後
円
墳
で
、

墳
丘
は
径
二
七
八
㍍
・
高
さ
三
十
㍍
で
あ
る
。
卑
弥
呼
の
墓
は
径
が
百
余
歩
（
約
七
十
㍍
）
と
明
記
さ

れ
て
い
る
の
で
、
全
く
別
物
で
あ
る
こ
と
は
断
定
で
き
る
。
そ
し
て
卑
弥
呼
の
墓
は
円
墳
な
の
か
前
方

後
円
墳
で
あ
る
の
か
証
明
で
き
な
い
。
『
晋
書
』
武
帝
紀
に
は
、
泰
始
二
年
（
二
六
六
）
に
倭
人
が
朝

貢
し
た
記
録
が
あ
る
。
こ
れ
は
卑
弥
呼
の
宗
女
（
台
与
＝
と
よ
＝
豊
）
が
晋
の
武
帝
・
司
馬
炎
に
朝
貢

し
た
も
の
で
、
武
帝
の
使
者
と
し
て
張
政
等
が
倭
国
に
派
遣
さ
れ
、
倭
国
王
と
し
て
承
認
し
た
。
そ
の

答
礼
と
し
て
壹
与
（
台
与
）
は
遣
魏
使
掖え

き

邪や

狗く

等
二
十
人
を
張
政
に
同
伴
さ
せ
て
晋
の
都
洛
陽

に
送
っ
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
考
察
す
る
と
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
最
後
の
項
目
は
「
晋
代
」

の
記
録
で
あ
る
。
卑
弥
呼
の
宗
女
は
孫
に
当
た
る
年
代
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
司
馬
炎
武
帝
の
祖
父
が

司
馬
懿
で
あ
り
、
父
親
は
晋
王
（
二
六
二
年
）
の
司
馬
昭
で
あ
る
。
二
六
五
年
晋
王
昭
が
死
去
す
る
と

晋
国
を
相
続
し
た
。
す
る
と
魏
国
元
帝
に
皇
帝
位
を
禅
譲
さ
せ
、
新
王
朝
「
晋
」
を
建
て
た
。
更
に
呉



国
を
降
伏
さ
せ
約
百
年
振
り
に
中
国
を
統
一
し
た
。
そ
し
て
元
号
を
泰
始
と
し
た
。
そ
の
二
年
（
二
六

六
）
に
倭
国
女
王
壹
与
（
台
与
）
が
就
任
祝
い
の
朝
貢
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

  
 

お
わ
り
に 

こ
こ
ま
で
、
邪
馬
台
国
所
在
地
に
つ
い
て
近
畿
地
域
か
九
州
地
域
か
と
い
う
大
問
題
に
対
し
て
独
自

の
考
察
を
展
開
し
て
き
た
。
勿
論
こ
の
十
七
年
間
、
様
々
な
論
文
・
論
考
に
目
を
通
し
て
き
た
。
そ
し

て
結
論
は
、
自
分
で
「
原
典
」
を
解
読
し
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

１
２ 

先
入
観
に
囚
わ
れ
ず
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
記
述
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。 

そ
の
結
果
は
本
文
で
指
摘
し
た
よ
う
に
「
近
畿
説
」
は
矛
盾
点
が
多
く
、
「
原
典
」
に
即
し
て
い
な
い

解
釈
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
北
九
州
説
も
「
水
行
＋
陸
行
」
が
距
離
と
す
る
考
え
方
が
多
く
、
こ

の
点
を
解
説
出
来
る
考
察
は
な
か
っ
た
。
私
は
「
郡
か
ら
の
距
離
は
一
万
二
千
里
で
あ
る

。
」

そ
し
て

そ
の
距
離
は
松
浦
迄
が
一
万
里
で
残
り
二
千
里
の
距
離
は
北
九
州
か
ら
南
へ
二
千
里
で
あ
り
、
更
に
そ

の
国
の
東
方
向
に
は
海
峡
が
あ
り
千
里
の
距
離
に
別
倭
種
の
国
が
あ
る
か
ら
、
邪
馬
台
国
の
地
は
日
向

で
あ
る
、
と
確
定
出
来
た
。
そ
し
て
先
学
の
拘
る
「
水
行
十
日
プ
ラ
ス
陸
行
一
月
」
は
間
違
っ
た
解
釈

で
あ
り
、
こ
の
意
味
は
「
一
万
二
千
里
の
距
離
」
と
は
「
舟
行
で
は
十
日
間
」
そ
れ
を
「
歩
行
す
る
と

一
か
月
（
三
十
日

）
」

か
か
る
距
離
で
あ
る
。
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
い
た
。
な
ぜ
な
ら
中
国

語
に
お
い
て
「
プ
ラ
ス
」
す
る
に
は
「
亦
・
又
・
復
・
再
・
更
」
と
い
っ
た
接
続
詞
が
必
要
で
あ
る
か

ら
で
、
こ
う
し
た
更
に
次
へ
進
む
、
と
い
っ
た
接
続
詞
が
無
い
以
上
、
「
水
行
＋
陸
行
」
の
論
理
は
成

り
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
「
一
万
二
千
里
」
を
実
際
の
地
図
上
で
計
測
し
て
も
「
長
里
」
で
は

な
く
、
所
謂
「
短
里
」
（
一
里
は
長
く
て
も
約
百
ｍ
）
で
あ
る
こ
と
が
実
証
で
き
る
。
ま
た
残
り
二
千

里
は
「
南
」
を
「
東
」
に
ね
じ
曲
げ
て
も
到
底
奈
良
に
は
届
か
な
い
こ
と
は
当
然
の
理
で
あ
る
。 

ま
た
「
倭
国
の
北
限
は
狗
邪
韓
国
」
と
い
う
意
味
に
つ
い
て
は
、
「
倭
国
は
半
島
の
南
部
に
領
土
」

を
保
有
し
て
お
り
、
後
の
「
任
那
」
（
奴
国
に
任
せ
る
国
）
が
実
在
し
て
い
た
証
拠
に
な
る
。
現
在
の

韓
国
領
土
を
侮
辱
す
る
考
え
で
は
無
い
。
古
代
に
お
い
て
の
倭
国
・
倭
人
の
領
域
が
そ
の
よ
う
に
な
っ

て
い
た
と
い
う
歴
史
を
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
北
九
州
説
で
は
「
邪
馬
台
国
以
北
の
三
十
ヶ
国
」

が
邪
馬
台
国
に
従
っ
て
い
る
。
と
い
う
意
味
が
説
明
で
き
な
い
。
邪
馬
台
国
が
博
多
湾
沿
岸
部
に
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
三
十
国
の
存
在
す
る
エ
リ
ア
は
海
上
と
な
っ
て
し
ま
う
。
従
っ
て
北
九
州
で
は
な
く
日

向
で
あ
り
、
日
向
以
北
の
国
々
が
邪
馬
台
国
に
従
っ
て
い
る
、
と
い
う
文
章
の
意
味
が
理
解
で
き
る
。 

当
時
の
中
国
が
認
識
し
た
「
倭
国
」
と
は
半
島
南
部
か
ら
対
馬
・
壱
岐
・
九
州
島
に
広
が
る
地
域
で
あ

り
、
四
国
・
本
州
は
別
倭
種
の
国
で
あ
っ
た
。
ま
た
北
海
道
や
沖
縄
は
別
の
領
域
の
時
代
で
あ
る
。 



こ
の
様
に
理
解
し
た
上
で
気
候
・
風
土
・
慣
習
等
の
内
容
を
解
読
す
る
と
よ
り
リ
ア
ル
に
弥
生
時
代

の
実
相
が
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
多
く
の
人
々
が
解
釈
を
無
視
し
た
「
邪
馬
台
国
の
南
方
諸
国
」
の
実

態
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
合
理
的
な
解
釈
を
加
え
た
。
つ
ま
り
日
向
か
ら
東
南
方
向
に
海
上
を

進
め
ば
、
種
子
島
・
屋
久
島
に
至
る
。
そ
の
次
に
奄
美
大
島
・
沖
縄
が
あ
る
。
更
に
進
め
ば
台
湾
・
フ

ィ
リ
ピ
ン
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
方
面
に
至
る
。
こ
の
地
は
遠
方
で
あ
る
か
ら
、
一
年
間
位
掛
か
っ
て
到
達

で
き
る
国
々
で
あ
る
。
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
部
分
を
「
太
平
洋
を
横
断
し
た
」
と
す
る
説

が
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
「
東
南
」
を
「
東
」
へ
恣
意
に
ね
じ
曲
げ
た
論
理
で
あ
り
、 

 
 

 
 

１
３ 

「
原
典
」
を
忠
実
に
読
め
ば
、
海
上
を
島
嶼
伝
い
に
舟
行
す
れ
ば
日
月
は
長
い
が
、
東
南
ア
ジ
ア
の

諸
国
に
到
達
で
き
る
。
と
い
う
事
実
を
の
べ
て
い
る
文
章
で
あ
る
。
（
古
田
武
彦
説
の
間
違
い

。） 

「
原
典
」
を
解
読
し
た
と
こ
ろ
、
殆
ど
正
確
な
記
述
で
あ
り
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
霧

の
彼
方
」
で
あ
っ
た
、
古
代
日
本
の
弥
生
時
代
に
お
け
る
実
相
が
明
ら
か
に
で
き
た
。
日
本
の
歴
史
書

に
明
確
な
記
述
が
無
い
以
上
は
、
残
念
な
が
ら
他
国
（
中
国
）
の
歴
史
書
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
。 

「
歴
史
修
正
主
義
者
」
で
な
い
以
上
、
よ
り
客
観
的
な
記
述
で
あ
る
「
中
国
書
」
を
参
考
に
し
な
い
と

弥
生
時
代
の
日
本
の
実
相
が
解
明
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
解
明
で
き
た
要
点
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。 

（
１
）
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
記
録
さ
れ
た
倭
国
（
倭
種
）
は
半
島
南
部
の
狗
邪
韓
国
か
ら
対
馬
・
壱
岐

を
経
て
九
州
島
全
域
に
広
が
る
弥
生
社
会
の
国
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
心
国
は
邪
馬
台
国
で
あ
り
、
そ

の
所
在
地
は
日
向
（
延
岡
市
・
日
向
市
）
で
あ
っ
た
。
宮
崎
平
野
に
広
が
る
邪
馬
台
国
は
稲
作
農
耕
が

行
わ
れ
、
総
戸
数
は
七
万
余
戸
で
あ
る
。
九
州
の
地
で
邪
馬
台
国
連
合
王
国
に
対
抗
す
る
狗
奴
国
の
戸

数
は
不
明
で
あ
る
。
邪
馬
台
国
連
合
国
家
の
総
戸
数
は
十
五
万
余
戸
で
あ
り
、
戸
数
の
な
い
邪
馬
台
国

以
北
の
三
十
程
の
国
の
戸
数
は
五
百
戸×

三
十
と
し
て
合
計
一
万
五
千
戸
と
概
算
し
て
み
る
。
総
計
で

は
約
十
六
万
五
千
戸
が
邪
馬
台
国
連
合
国
家
（
狗
邪
韓
国
を
含
む
）
の
総
戸
数
と
概
算
で
き
る
。 

（
２
）
九
州
の
弥
生
人
は
「
江
南
地
域
に
住
ん
だ
古
代
中
国
の
周
の
末
裔
」
だ
と
報
告
し
て
い
る
の
で 

稲
作
文
化
・
青
銅
器
文
化
（
銅
鉾
・
銅
剣
）
・
弥
生
式
土
器
・
高
床
式
倉
庫
・
甕
棺
式
埋
葬
等
の
生
活

様
式
を
持
っ
て
い
た
。
従
っ
て
縄
文
人
と
は
全
く
違
っ
た
文
明
を
持
つ
集
団
で
あ
っ
た
。
江
南
人
は
既

に
国
家
を
経
験
し
た
人
々
で
田
畑
と
い
う
所
有
物
（
財
産
）
を
保
持
す
る
集
団
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め

国
土
・
自
分
の
領
域
を
守
り
、
広
げ
る
と
い
う
行
動
を
取
っ
た
。
こ
れ
が
戦
乱
の
原
因
で
、
領
土
を
占

有
し
な
い
縄
文
社
会
と
は
大
き
く
異
な
っ
た
社
会
と
な
り
、
弥
生
時
代
と
呼
ぶ
抗
争
の
世
界
が
展
開
し

て
い
る
。
そ
し
て
中
国
に
貢
献
す
る
こ
と
で
、
中
国
の
冊
封
（
属
国
）
と
し
て
戦
乱
の
社
会
を
生
き
抜

く
道
を
選
ん
だ
。
こ
の
実
相
が
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
明
瞭
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。 

（
３
）
邪
馬
台
国
の
所
在
地
は
「
近
畿
か
九
州
か
」
と
の
論
争
が
盛
ん
で
、
今
日
の
社
会
（
教
科
書
・



学
会
・
メ
デ
ィ
ア
）
で
は
結
論
が
出
て
い
な
い
。
そ
の
大
き
な
原
因
は
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
記
述
内
容

が
理
解
出
来
な
い
点
に
あ
っ
た
。
ま
た
奈
良
県
桜
井
市
の
纏
向
遺
跡
の
問
題
が
あ
り
、
考
古
学
的
資
料

に
囚
わ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
関
係
文
章
を
解
読
す
る
と
、
例
え

ば
「
対
馬
か
ら
対
馬
・
壱
岐
へ
、
壱
岐
か
ら
松
浦
へ
」
と
継
続
し
て
進
む
場
合
は
、
必
ず
「
又
」
（
或

い
は
亦
・
復
）
と
い
う
接
続
詞
が
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
「
距
離
を
加
算
す
る
」
こ
と
が
正
し
い
。 

そ
し
て
邪
馬
台
国
迄
の
距
離
は
「
一
万
二
千
里
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
水
行
十
日
陸
行
一
月
」
と
あ
り 

「
水
行
十
日
に
加
算
し
て
陸
行
一
ヶ
月
」
と
は
な
ら
な
い
表
記
で
あ
る
。 

 
 

 
 
 

 
 
 

１
４ 

こ
の
漢
文
表
記
の
意
味
を
正
確
に
理
解
す
れ
ば
、
一
万
二
千
里
の
距
離
は
舟
で
は
十
日
間
か
か
り
、

当
然
舟
で
行
く
が
、
こ
の
距
離
を
陸
上
の
距
離
と
す
れ
ば
一
か
月
（
三
十
日
）
か
か
る
遠
方
で
あ
る
。

と
説
明
し
て
い
る
文
意
が
理
解
で
き
る
。
し
か
も
こ
の
距
離
は
末
盧
港
迄
が
一
万
余
里
で
あ
り
、
残
り

水
行
は
二
千
余
里
し
か
な
い
。
残
り
「
南
水
行
は
二
千
余
里
」
は
ど
う
考
え
て
も
奈
良
に
は
到
達
で
き

な
い
。
こ
れ
は
自
明
の
理
で
あ
る
。
こ
こ
迄
で
「
邪
馬
台
国
は
纏
向
遺
跡
」
と
か
「
卑
弥
呼
の
墓
は
箸

墓
古
墳
」
と
か
言
っ
た
説
明
は
破
綻
す
る
。
更
に
原
文
に
「
南
方
向
」
と
あ
る
の
を
な
ぜ
急
に
こ
こ
か

ら
「
東
方
向
」
と
改
め
る
の
か
、
こ
こ
だ
け
「
方
角
を
間
違
え
た

。」

と
す
る
根
拠
が
見
つ
か
ら
な
い
。

更
に
付
け
加
え
る
と
「
水
行
十
日
」
の
後
に
「
陸
行
一
月
」
で
奈
良
に
進
む
意
味
が
な
い
。
九
州
迄
舟

で
来
た
人
々
が
瀬
戸
内
海
を
水
行
し
な
く
て
態
々
荷
物
を
持
っ
て
、
山
陽
道
を
歩
く
、
と
い
っ
た
行
為

は
意
味
を
な
さ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
も
し
畿
内
へ
行
き
た
い
な
ら
、
九
州
か
ら
瀬
戸
内
海
を
水
行
す
る
の

が
合
理
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
荒
波
の
玄
界
灘
を
越
え
て
来
た
人
々
が
、
穏
や
か
な
瀬
戸
内
海
を
航

行
せ
ず
、
態
々
荷
物
を
担
ぎ
歩
行
し
て
一
か
月
山
陽
道
を
進
む
理
由
が
見
つ
か
ら
な
い
。 

（
４
）
女
王
国
の
位
置
に
つ
い
て
「
女
王
国
の
東
、
海
を
渡
る
こ
と
千
余
里
復
（
又
）
国
有
り
。
皆
倭

種
な
り

。」

「
倭
の
地
を
参
問
（
そ
の
地
へ
直
接
行
っ
て
見
て
み
る
と
）
す
る
に
「
絶
在
海
中
洲
島
之

上
、
或
絶
或
連
、
周
旋
可
五
千
余
里
」
と
あ
る
。
こ
の
意
味
は
、
邪
馬
台
国
は
東
側
に
海
峡
が
あ
り
、

約
千
里
先
に
、
別
の
倭
人
国
が
あ
る
。
つ
ま
り
四
国
で
あ
る
。
九
州
へ
行
き
、
周
り
を
巡
っ
て
観
察
す

る
と
、
九
州
島
は
そ
れ
だ
け
で
独
立
島
を
な
し
、
海
岸
線
は
デ
コ
ボ
コ
と
繋
が
っ
て
い
る
。
九
州
島
は

ざ
っ
と
周
囲
は
五
千
余
里
位
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
様
に
説
明
し
て
い
る
。
ど
う
見
て
も
奈
良
の
地
形
で

は
無
い
。
「
別
倭
種
」
と
さ
れ
る
弥
生
人
は
も
う
一
つ
の
弥
生
人
の
集
団
で
あ
り
、
こ
の
集
団
は
銅
鐸

文
化
を
持
ち
、
そ
の
中
心
地
は
出
雲
国
な
の
で
あ
る
。
九
州
集
団
が
鉄
類
を
半
島
の
釜
山
方
面
か
ら
得

て
い
た
の
に
対
し
て
、
出
雲
国
は
対
岸
の
新
羅
か
ら
鉄
類
及
び
製
鉄
技
術
を
導
入
し
て
い
た
集
団
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
魏
国
（
中
国
人
）
で
は
、
明
確
に
「
別
の
倭
種
集
団
で
あ
る

。」

と
説
明
を
加
え
て

い
る
。 



（
５
）
殆
ど
の
研
究
者
が
「
記
述
内
容
」
に
つ
い
て
説
明
を
省
略
す
る
文
章
に
「
女
王
国
の
南
の
海
上

四
千
余
里
に
あ
る
国
」
及
び
「
復
在
其
東
南
船
行
一
年
可
至
」
国
々
の
内
容
で
あ
る
。 

こ
れ
に
付
い
て
も
邪
馬
台
国
が
日
向
に
存
在
し
た
か
ら
、
延
岡
港
か
ら
南
方
向
に
約
四
千
里
舟
で
到
達

す
る
島
は
「
種
子
島
・
屋
久
島
」
で
あ
る
。
そ
の
島
か
ら
東
南
方
向
へ
舟
で
島
伝
い
に
進
め
ば
沖
縄
に

到
達
で
き
る
。
更
に
進
め
ば
台
湾
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
と
到
る
。
こ
の
航
路
を
示
し
て
い
る
。
流
石
に
遠

方
で
あ
る
の
で
、
舟
で
一
年
間
位
は
掛
か
る
だ
ろ
う
。
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
話
題
は
中
国
人
が
参

問
し
た
の
で
は
な
く
、
倭
人
の
説
明
を
聞
い
て
参
考
に
記
録
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。 

 
 
 

１
５ 

以
上
、
様
々
な
地
理
的
要
素
を
勘
案
し
て
も
、
邪
馬
台
国
は
日
向
（
延
岡
市
・
日
向
市
）
に
都
を
持
っ

た
弥
生
人
の
国
家
（
首
都
）
で
あ
っ
た
と
解
明
で
き
る
。 

残
さ
れ
た
課
題
は
①
青
銅
武
器
神
器
文
化
の
九
州
弥
生
人
の
ル
ー
ツ
、
②
出
雲
・
四
国
・
近
畿
・
東

海
に
広
が
る
銅
鐸
神
器
文
化
の
弥
生
人
の
ル
ー
ツ
、
そ
れ
に
続
く
③
「
纏
向
遺
跡
」
の
謎
で
あ
る
。 

 注 （
１
）
孫
栄
健
『
邪
馬
台
国
の
全
解
決
』
中
国
「
正
史
」
が
す
べ
て
を
解
い
て
い
た
（
言
視
舎
、
二
○
一 

 

八
年
、
三
月
十
五
日
）
附
録
、
三
三
九
頁
～
三
四
六
頁
、
こ
こ
に
中
国
書
で
原
本
を
活
版
印
刷
し
た
各 

 

「
正
史
」
の
写
真
版
が
あ
る
。
本
物
の
原
典
の
コ
ピ
ー
の
入
手
が
出
来
な
い
の
で
、
こ
の
孫
氏
の
附
録 

写
真
部
分
を
元
に
解
読
を
進
め
た
。
解
読
内
容
に
つ
い
て
は
全
て
筆
者
の
責
任
に
よ
る
。 

 

三
三
九
頁
～
三
四
三
頁 

『
魏
志
倭
人
伝
』 

 

三
四
四
頁
～
三
四
五
頁 

『
後
漢
書
倭
伝
』 

 

三
四
六
頁 

『
晋
書
倭
人
伝
』 

な
お
、
孫
栄
健
説
に
は
疑
問
点
が
多
く
、
信
用
で
き
な
い
。 

（
２
）
『
魏
志
倭
人
伝
』
（
陳
寿
著
） 

孫
栄
健
『
邪
馬
台
国
の
全
解
決
』
の
九
四
頁
～
九
五
頁 

 

『
後
漢
書
』
で
は
「
奴
国
は
倭
国
之
極
南
界
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
魏
志
倭
人
伝
』
で
は
、 

「
南
に
邪
馬
台
国
」
が
あ
り
、
倭
国
の
中
心
国
と
な
っ
て
い
る
。
『
晋
書
』
も
同
様
で
「
奴
国
」
が
最
南 

端
の
国
で
は
な
い
。
孫
栄
健
の
見
解
で
は
「
奴
国
は
倭
国
之
極
南
界
」
と
「
倭
国
之
極
北
狗
耶
韓
国
」

の
意
味
が
不
明
と
あ
り
、
こ
の
点
を
筆
者
は
本
文
で
解
説
し
た
。
つ
ま
り
、
『
後
漢
』
の
時
代
で
は
北

九
州
の
「
漢
倭
奴
国
王
」
が
盟
主
で
あ
り
、
半
島
南
部
か
ら
北
九
州
が
当
時
の
倭
国
の
領
域
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
「
中
九
州
日
向
」
に
邪
馬
台
国
が
勃
興
し
、
戦
乱
を
経
て
九
州
島
を
統
轄
し
た
。
そ
の
た
め
後

代
の
「
魏
国
」
時
代
に
は
奴
国
の
南
方
日
向
の
邪
馬
台
国
が
「
倭
国
の
南
端
」
と
な
っ
た
の
で
、
邪
馬

台
国
以
北
が
三
十
国
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
中
国
『
正
史
』
の
記
述
は
正
し
い
の
で
あ
る
。 

中
華
書
局
の
標
点
本
に
つ
い
て
も
、
参
照
・
考
察
す
る
事
は
当
然
で
あ
り
、
検
証
済
み
で
あ
る
。 

（
３
）
苅
住
昇
「
邪
馬
台
国
植
生
考
」
『
林
業
技
術
』
（
三
三
四
号
）
日
本
森
林
技
術
協
会
、
一
九
七
○ 



 
「
投
」
を
「
ス
ギ
」
と
す
る
説
も
あ
る
。
ス
ギ
と
し
て
も
宮
崎
日
南
市
の
「
飫
肥
杉
」
の
よ
う
に
、 

日
向
の
地
は
杉
が
成
長
し
や
す
い
風
土
で
あ
る
。 

（
４
）
筆
者
も
会
員
で
あ
る
、
全
国
邪
馬
台
国
連
絡
協
議
会
の
会
報
『
邪
馬
台
国
新
聞
』
第
一
八
号 

 

二
○
二
五
年
四
月
三
○
日
発
行
（
井
上
修
一
会
長
）
に
は
「
邪
馬
台
国
は
こ
こ
だ
」
と
す
る
会
員
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
が
あ
る
。
一
位
は
北
部
九
州
、
二
位
は
大
和
、
三
位
は
中
部
九
州
、
四
位
が
日
向
と
あ
る
。 

 

日
向
説
は
全
体
の
七
・
四
％
で
あ
っ
た
。
全
体
の
傾
向
は
「
高
校
教
科
書
」
の
説
明
通
り
で
あ
っ
た
。 
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